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金沢市の石川議国神社に 「大東至聖戦大申Jが

魅立されて5年  同 時に F「大東亜聖戦大韓Jの 徹

去を求め 戦 争の業化を群さない会』力t設立され

てから丸4年 が経過 した5月 22日  型 戦大弾徹

芸の会は金沢市の県教育会館で 「第 5回 終会Jな

らびに 「第2回連続学習討論集会Jを 開催 した。

約20人 が参加 した r第5回総会)で は は じ

めに鶴□裕共同代表が 「5年前にあの碑が出来た時は 悪 いジョータだと思っ

ていたが 9 11テ ロを契機としたテロ特措法の成立とイラク戦争の勃発

さらにイラク特潜はや国民保範法 そ して教育基本法 憲 法改悪という一連の

動きの中で 碑 の,在 が当たり前のものとして窓知されつつある現状に強いた

機慮を覚えるJと 述べた上で 「経済原理からしても 碑 の■在は国益にとつて

決してプラス要素などない。アジアとの遵持をよリー層強化し 徹 去に向けた

運動を粘り強く継続 しようJと 技拶j

続いて 日 村光彰事務局長がこの 1年間の活動報告をしたのち 飯 森和彦弁

護上が 「改窓おと憲法9条の低位性Jと 目して問題提起し 参 加者を変えて学

習 討 補 した。
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2回連伸学コ付白錦

「設言蛇 憲法9 秦の優位桂」

由t和 ●El弁 日士、0彙 の会専聴円 ■ )

1992年 にPKO協 力とが成立し 日 本の

自体隊が初めて海外に派兵されることになった

時 こ れは大変なことになつているのではない

かと危機感をおち 憲 法の勉強を再び始めた。

その後 社 会が良い方向に進めば勉強 しなくて

済んだのに 周 辺手稼法ができ テ 。特浩とが

でき さ らになとの条文をいじることが当たり

前のような風潮になつている今日 よ リー層の勉強と行動が必要になっている。

1991年 の湾岸戦争の時に 金 は出すが血を流さなかったことが批判され

日本も世界平和に軍手力で文献しなければならないということでPKO協 力法

ができた。その後 財 界がPKO(停 戦合意後の貢献)で はなくPKF(武 カ

衝突時の軍手行動)が 必要と言いはじめ 証 売新聞がそれには改憲が必要と隣

束を出してきた

2001年 にはアー ミテージ報告を受ける形で自民党が集団的自衛権の行使

ど案密な日米関係の構築を提言し 実 際にテ,体 措法でインド洋に戦ほを送り

集団的自術権の行使に踏み切つた。その後 イ ラク特措とでイラクに自衛隊を

派兵したように そ れこそ個別法を作りさえすれば世界中のどこにでも行ける

ようになつたわけです。

結局、まだ具体的な形で憲法の条文には手をつけていないけれど そ の内容

は実質的に大きく変わってきています つ まり 今  憲 法改正が旨われている

が も はや入日の段階ではなくてほとんど出日まで来ていると見なければなり

ません。唯―できていないのが 自 術隊が米軍と一緒に あ るいは単独で自由

に世界に出カヤチていって戦争をすることで こ の点に関しては9条 がまだ歯止

めになっていますが 逆 に言うとこれ以外のことは意苫をいしらなくても出来

る体制がすでにできてしまつていると見なければなりません。



基本的に改意確には二つの流れがあリ ー つは憲法制定亡後からの復古的な改

憲輸で 時 代にそぐわなくなつたとか 押 し付けではなくて自らの手でな法を

作ろうとかいうもので、極磯になると接武装も歓兵制も当然というもの。それ

からもう一つは経済界からの要賄で い ざという時に自衛藤を出動させて海外

の日本資本を守ろうというもので こ の二つを合わせたものが今の自民党の改

簿輸です。

ところで9条 はそれほど時代遅れなものなのでしょうか。改憲輸者はGHQ

が日本を実効支配するために9条 を押し付けて日本を号抜きにしたというが

決してそうではない。第 1次世界大戦で大との機死者を出したことを受けて不

戦条約が作られ優嗜破今を禁止したが 自 衛戦争は解めたために日本などが自

行のための 「聖職Jと 称して侵略を開始した。その結果、またも大■のZ者 が

出たので国速ができて、意毒で自衛犠争についても基本的に茶止し こ れを受

けて日本国憲法が生まれた。つまり、戦争が野放 しであつた時代から ル ール

が作られる時代を経て 戦 争そのものを集止する時代へと 過 去の反省を踏ま

えて人類はを実に進歩 してきたわけで こ うした歴史の流れから見れば ま き

に9条は人類の封建点であるといえます。

日本にとつて9条 がどのような意味を持つの力Hこついて考えてみると 大 日

本帝国看とがお行されていた翔間が60年 で 日 清 日 露 第 1次、第2次 大

戦という果合に延々と犠今を続け 想 像もできないくらいの尊い命が失われて

きた。今の憲法ができて60年 になり 同 じ翔阿が極つたわけですが こ の問

に日本の軍隊は一人も死んでいないし、逆に一人も殺していない。 9条 が国民

を字ったということであると同時に lu国 を使をしていないという意味で世界

の人々の役に立っているということになるわけで 世 界中の人々から日本の9

条が高い評価を受けている所以はまさにここにあると思います。

こモ付白の

ところで 国 民世聴はどうなつているのでしょう力、 大新聞はグメですが 地

方紙は元気で丸 イラク派兵についても地元の北田新問と挿本の新聞の2紙 を

除けば ほ とんどの地方紙が派兵に否定的な記手を円載しました。猛法改正に

ついても 急 ぐ必要はないとい)お 申が多軟を占めています。神奈川の新的な

どは 「私たちはなとを生かす努力をしただろ,か 。閣われているのは 憲 法で

はなくて攻治ではないのか。世界が世判したイラク戦争を支持し そ のような

逸成を支持したまま海外での武力行使の道を開くことには恐ろしさを態 じる」



とすら書いています。

そんな中で私たちはこれからどうすれば良いの力、ます 「れを」の部分では

今ほど申し上げたような9条のほ位性はもちろんですが 戦 争というものを身

近に実感してもらうような訴えが効果的だと思いますし 「どのようにJの 部分

では 石 "県 の隠々で そ れぞれの特技や能力 条 件を活かし 苦 しむのでは

なくて案しみながら そ して人々の目に見える形で折えていくことが大きな力

になるものと私は確伯 しています と もに頑張りましょう

以下い.同8口 白宮7と に●コ各とのほで資わされた■'応 害 ttBの 三を内ロ

f。

●憲法は政府に制約を, けヽて政府の検暴かF‐国民を守るためにあるはすなのに

それが逆転してしまっている 今 の政治家はフリーハン トで何でもやれるよう

になりたがつている 9条 だけを訴えるのではなく 国 民の自由が危ういとい

う視点も強く訴える必要がある。

O確 かに0条 だけだと政治の話のみになってしまうので い ろいるな切り日か

ら問題を捉え そ の人に応 じた訴え方をしていくことが効果的だと思う。

●埼国問題は過去の問題だけでなく 近 い将来 「あなたの子ど1)や孫が戦争に

行かなければならなくなったらどうするのか?Jと 問わなければならない。 9

条も同じで 若 者に対 して 「自分が戦争で死ぬかもしれないということが想定

に入っているのか'Jと  ま さに身にふりかかる問題として問いかけるネき

0例 え9条 があっても国民は戦争に巻き込まれることになる。そういう意味で

当事者音強をどう持ってもらえるかか重要な建を握つているのではないか

●聖職大津は天皇の戦争を肯定しており 明 らかな9条 逮反の存在。同時に県

が投置許可を出したことも 「9条の否定Jを 支持したという点で筆法達反であ

ると考えている 今 こそ県を相手として許可の取り消しを☆める裁判閣争に立

ち上がるべきではないう、

O県 が土地の賃貸契約を解除 して輩国神社側に返退 してしまった今 仮 に裁判

に訴えても門前払いになるだろう。県民として具体的な損害 例 えば金銭的な

損害をこうむつたとい うことを立証できれば薔は別だが そ の他の理由では残

念ながら困難c              _    !出


